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消防活動 
困難区域 

 

区画道路 

幅員 
６ｍ以上 

幅員 
６ｍ以上 

１４０ｍ １４０ｍ 

地区計画（素案）説明会でお示しした街づくりのルールから見直す内容は、以下の３点です。 

①区画道路の配置：より効率的な配置とし、路線の一部を位置づけないこととします。 

②隅 切 の 確 保：地区の安全性を高めるため、全ての道路の交差部で見通しのための 

空間（隅切）を確保します。 

③建築物の不燃化：世田谷通り沿道地区および多摩堤通り沿道地区では、建替え時に 

燃えにくい建築物に誘導します。 

※消防活動困難区域：円滑な消防活動を行うために必

要な幅員６ｍ以上の道路から、消防ポンプ車のホー

スが到達する一定の距離（140ｍ）以上離れた区域 

 

区画道路 

機能補償道路 

大蔵地区の 

区画道路 

※機能補償道路：外環道事業により分断される生活道

路について、今までの道路機能を代替するための道

路。（外環道事業区域内に整備されます。） 

４ 

区画道路の整備によりすべての消防
活動困難区域が解消されます。 

●見直しの視点 

下記３点の考え方を踏まえ、より効率的な配置となるよう見直したいと考えています。 

１）機能補償道路から連続する区画道路の配置 

・機能補償道路（  ）から幅員６ｍ以上の道路が連続するように区画道路を配置する。 

２）隣接地区の区画道路と幅員６ｍの道路ネットワークの構築 

・隣接する大蔵地区の区画道路（  ）と接続し、幹線道路等の広幅員道路と接続できる

ように区画道路を配置する。 

３）消防活動困難区域の解消 

・消防活動困難区域（  ）を解消できるように区画道路を配置する。 

 
区画道路 

（幅員６ｍ、多摩堤通りのみ 12～18ｍ） 

 機能補償道路 

 区画道路に位置づけない道路 

 大蔵地区の区画道路 

 解消される消防活動困難区域 

 街づくりのルールの検討区域 

●見直し案（区画道路の配置） 

下図の通り、路線の一部（   ）を位置づけず、実線（   ）の路線を区画道路とします。 
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４階
以上

耐火建築物等

３階 準耐火･耐火建築物等

２階

１階

▲

延べ面積 ５００㎡

防火構造等の
建築物

▲

１,５００㎡

後退する必要 
がある部分 

区画道路    

区
画
道
路  

●見直しの視点 

見通しの良いより安全な道路空間を確保するために、機能補償道路を除く道路が交わる

全ての交差部において、隅切を確保したいと考えています。 

●見直し案 

下記に示す二等辺三角形の角部分においては、外壁等を後退させ、道路状に整備する。 

●見直しの視点：沿道建築物の不燃化の促進 

世田谷通りと多摩堤通りは、震災時の救助活動や

避難経路等のため緊急輸送道路や延焼遮断帯に位置

付けられています。 

当該機能を果たすために、沿道ではより燃えにく

い構造の建物を誘導します。 

そ
の
他
の
道
路 

区画道路 

後退する必要 
がある部分 

【問合せ先】 世田谷区砧総合支所街づくり課（担当：伊藤、田中、三宅） 

〒１５７-８５０１ 世田谷区成城六丁目２番１号（砧総合支所３階） 

電 話：０３-３４８２-２５９４ ＦＡＸ：０３-３４８２-１４７１ 

◇新たな構造への誘導 

弱                                強 

耐火建築物等 

・鉄筋コンクリート造、防火

被覆をした鉄骨造等 

・準耐火建築物以上の耐火

性のある材料を使用 

準耐火建築物等 

・鉄骨造、防火被覆をした木造等 

・壁･柱･床･屋根等の主要

な構造部にも耐火性のあ

る材料を使用 

防火構造等 

４階
以上

耐火建築物等

３階

準耐火･耐火建築物等２階

１階

▲

延べ面積 ５００㎡
▲

１,５００㎡

◇現行の構造制限 ●見直し案 

世田谷通り沿道地区･多摩堤通り

沿道地区では、新たに建築する建築

物は、耐火建築物等又は準耐火建築

物等とするよう努める。 

※対象となる地区は2ページをご覧くださ

い。 

※緊急輸送道路：震災時の救助や物資輸送

等を円滑に行うため、応急活動の中心とな

る防災拠点や庁舎等を相互に結ぶ道路。 

※延焼遮断帯：道路と沿道の耐火建築物等

により構成され、市街地火災の延焼を阻止

する機能を果たす帯状の不燃空間。避難

経路、救援活動等の機能も担う。 

そ
の
他
の
道
路 

その他の道路 

後退する必要 
がある部分 

※その他の道路：区画道路・機能補償道路以外の道路 

※素案で示した内容と同様 ※素案から一部追加 ※素案から追加 




